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救急医療体制検討部会 
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次    第 

 

 

 １ 開  会 

 

 ２ 議  事 

  (1) 報告事項 

   ア 札幌市医療救急体制審議会からの付託事項 

  (2) 審議事項 

   ア 救急医療体制の課題（小児科初期救急医療体制） 

   イ 令和７年度の救急医療体制 

  (3) その他 

   ア 次回の審議事項 

   イ その他 

 

 ３ 閉  会 
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１．開  会 

○事務局（加藤） それでは定刻となりましたので、ただいまより令和６年度第２回札幌

市医療体制審議会救急医療体制検討部会を開催いたします。 

 皆様、お忙しい中、本日は当会議に御出席いただきありがとうございます。 

 私は、本部会で事務局を務めさせていただきます、保健福祉局ウェルネス推進部地域医

療担当課長の加藤でございます。本日は、議事に入るまでの進行を務めさせていただきま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、本日の委員の皆様の出席状況を御報告いたします。 

 欠席の連絡は３名いただいているのですが、現在会場は、予定９人のところ７名で、今

２名の方が遅れているという状況です。オンラインのほうは、６名のところ、今５名にな

りました。今１２名ということで、札幌市医療体制審議会規則第４条の規定により、出席

者は既に過半数を超えておりますことから、本日の会議は成立するということを御報告い

たします。 

 また、札幌市医療体制審議会規則第５条により、本部会は関係者に出席を求めて説明を

聞くことができるとされております。 

 本日は、札幌市救急医療体制として、小児科初期救急体制について審議を行う予定と

なっておりますので、こちらの席にいらっしゃいます、札幌市小児科医会、米川副会長に

説明員としてこの後の議事に参加していただきたいと考えておりますが、委員の皆様いか

がでしょうか。 

(「異議なし」と呼ぶ声あり) 

○事務局（加藤） 異議なしということで、それでは、説明員の米川様には、後の議事に

参加していただくことといたします。 

 次に、本会議の公開についての御説明をいたします。 

 本会議は、札幌市情報公開条例第２１条に基づき、原則として公開で開催することとな

りますが、情報公開条例第７条に規定される非公開情報を扱う場合は、非公開とすること

ができます。 

 本日の議事につきましては、非公開情報の扱いがないことから、公開にて開催いたしま

す。そのため、会議室後方に傍聴席を設けております。 

 また、公開の原則に基づきまして、議事録を札幌市公式ホームページ上に掲載いたしま

すので、あらかじめ御了承をお願いいたします。 

 次に、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元の上から、本日の次第、次に委員名簿と座席図でございます。次に本日の議事で

使用します資料３－１、３－２と書かれた、ホチキス留めされたものが２点あるかと思い

ます。 

 以上、資料はおそろいでしょうか。過不足あればお申し出いただければと思います。 

 それでは、議事に移りたいと思います。以降の進行につきましては、野中部会長にお願
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いさせていただきます。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 

２．議  事 

 （１）報告事項 

○野中部会長 それでは、議事に入ります。 

 議事（１）報告事項「札幌市医療体制審議会からの付託事項」です。こちらのほう、事

務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（坪松） 札幌市医療政策課救急医療担当係長の坪松と申します。本日の議事に

ついて、私のほうから説明させていただきます。 

 本日お配りしている資料３－１のスライド５枚目、５ページのほうを御覧ください。 

 先日、令和７年１月２８日に第２回札幌市医療体制審議会が行われまして、そちらの審

議結果について御報告させていただきます。 

 この審議会での審議結果ですが、資料のほうに簡単に３点、審議結果を掲載しておりま

す。 

 １点目、小児科救急当番の現状及び夜間急病センター運営見直しの方向性を踏まえ、夜

間急病センターにおける小児休日拠点の実施については、先行して具体的な検討を進め

る。 

 ２点目としまして、夜間急病センターにおける小児休日拠点の運営に求められる体制

（案）については、本救急医療検討部会において審議する。 

 ３点目としまして、この検討部会で審議した運営体制（案）については、最終的に調査

分析業務の結果（最終報告）等により夜間急病センターの経営改善への効果を評価・分析

した上で、本審議会、札幌市医療体制審議会のほうで審議すること。 

 この３点が審議結果となりました。 

 事務局からの説明は以上になります。 

○野中部会長 ありがとうございました。 

 

 （２）審議事項 

○野中部会長 札幌市医療体制審議会からの付託事項、この部会に対する付託事項という

ことで、三つの点が上げられております。小児救急当番の現状及び急病センターの運営の

見直し、それから急病センターでの拠点運営に求められる体制、そして、検討部会で審議

した内容が急病センターの経営への効果を評価・分析した上で、本審議会で審議するとい

うようなことでございました。 

 一応、この付託を受けまして、この部会で討議、議論させていただきたいというふうに

思います。 

 まず、「救急医療体制の課題」ということで、小児科初期救急医療体制について御議論
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していただきたいというふうに思います。 

 まずは、事務局のほうから説明お願いいたします。 

○事務局（坪松） スライドのほう、変更いたしますので、しばしお待ちください。会場

の皆様については、資料３－２「救急医療体制の課題（小児科初期救急医療体制の見直

し）」という資料のほうを御覧ください。 

 では、資料に沿って、事務局のほうから説明させていただきます。 

 まずは、小児救急の検討に当たりまして、基本データのおさらいをしたいと思います。

３ページ、スライド３になりますが、現在の小児科初期救急医療体制については、夜間は

夜間急病センターで、あと土曜午後、休日当番制度ということで１施設、日曜祝日の対応

として休日救急当番というのが、曜日や季節によって２～５施設程度の当番病院で編成さ

れております。 

 次のスライドをお願いします。札幌市の小児人口の推移でございますが、平成２０年度

から毎年小児人口は減少しておりまして、Ｒ７年度以降も大幅な減少が見込まれておりま

す。Ｒ１７年度にはおよそ１７万人という形が推計されております。 

 次に、札幌市内の小児科を標榜する医療機関数についての表になります。小児人口、先

ほど申したとおり、平成２０年度からＲ５年度の減少率８.７１％ということで、緩やか

な減少傾向でございます。一方、市内で小児科を標榜する医療機関数については、診療

所、病院で札幌市が構築する休日当番に参画している医療機関数を上げさせていただきま

したが、平成２０年度から令和５年度にかけて、特に診療所においては、３０％もの減少

となっておりまして、小児人口の減少率を大幅に超える減少率ということが確認されてお

ります。 

 次のスライドをお願いします。６ページになります。こちらは、小児科医の医師数のグ

ラフになります。緑色の棒グラフが北海道、赤色が札幌市、オレンジ色が政令市の平均を

示したものでございます。平成１６年から令和４年にかけてやや増加傾向にあるものの、

小児科医師数が以前より増加はしております。ただ、先ほど医療機関数として診療所が減

少していることから、こちらは小児科医についても集約化が進んでいる、同じ医療機関に

複数の医師が働いているというような集約化が進んでいるものと推測しております。 

 次のページを御覧ください。７ページでございます。こちらは、救急医療機関を利用す

る患者数の推移のグラフになります。こちらは、休日当番病院、夜間急病センター、土曜

午後診療体制を利用する患者の推移、年の平均１日当たり１当番病院の患者数を示したグ

ラフになります。御覧いただきますとおり、令和２年、令和３年と新型コロナウイルスの

影響で患者数は減少いたしましたが、令和５年、昨年度には、コロナ以前の水準に戻って

きている状況でございます。 

 次のグラフを御覧ください。こちらは、休日救急当番について、診療系の比較を行った

グラフとなります。左側のグラフでございますが、こちらは患者数でございまして、内

科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、精神科の過去３年、Ｒ３年からＲ５年の１日
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当たり１当番の平均患者数を掲載しておりますが、圧倒的に小児科が、いずれも患者数は

コロナの減少がありましたので回復している傾向にございますが、小児科については特に

ほかの診療科の倍以上の患者が利用しているような状況でございます。 

 また、右側の表になりますが、こちらは１施設当たりの年間の当番回数を、補助金の申

請書ベースで算出した値になります。こちらも御覧のとおり、小児科が年４.３回という

ことで、ほかの診療科、内科や耳鼻咽喉科の２倍以上の数となっております。 

 では、次に進みます。以上のことを受けまして、一旦課題の整理を事務局のほうでして

みました。それがスライド１０ページになります。 

 現状としまして振り返りにはなりますが、小児科医師については減少傾向は見られない

が、小児科を標榜する医療機関、特に診療所は近年急激に減少しております。一方で、小

児人口、１５歳未満人口は減少しているものの減少率は比較的緩やかで、患者要望の変化

や子ども医療費助成の対象拡大などの要因から、当面の間、患者数の減少は見られないと

推測しております。 

 また、年間の当番回数が多く、患者数は感染流行状況にもかかわらず非常に多いことか

ら、救急医療に参加する医療機関の負担は、小児科については、ほか診療系と比較してか

なり大きいものと推測いたします。 

 これらの課題を受けまして、見直しの方向性でございます。参画医療機関の減少が続い

ており、また、輪番制の維持が困難になっているということから、医療機関の負担を軽減

し、持続的な救急医療体制を確保する必要がございます。そのためには、体制の見直し

と、あわせて、利用する側の普及啓発の強化が必要と考えております。 

 事務局として方向性は、こちらの２点について、短中期的な対策と長期的な視点を持っ

て検討を進めていくべきと考えております。 

 スライド、次を御覧ください。こちらは、他政令市の休日の小児科救急医療体制につい

てまとめた表になっております。札幌市は一番上の、現在輪番制を中心とした小児救急医

療体制を取っておりますが、ほかの他都市の多くにおかれましては、拠点を中心とした小

児初期救急体制を今構築しているところでございます。 

 続きまして、３番、本日の審議事項の説明に移らせていただきます。 

 １３ページを御覧ください。本日の審議事項としては、４点上げさせていただいており

ます。１点目は、審議会のほうから付託がございましたが、拠点設置後の救急診療体制、

休日や土曜の体制についての検討をしたいと考えております。 

 ２点目は、夜間急病センター等、拠点を開設する場合、その拠点の診療体制について、

どのような体制を取るべきかということについて審議をしたいと思っております。 

 ３点目としまして、拠点設置後の、現在冬期間の発熱に対応するため臨時小児ドライブ

スルー発熱外来というものを開設しておりますが、こちらの今後の継続について御審議い

ただきたいと考えております。 

 最後に４点目としまして、先ほど普及啓発事業の強化を検討材料ということで上げてお
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りましたが、こちらの内容について御審議いただきたいと思います。 

 本日御審議いただいた内容について、再度、事務局案のほうで内容を整理いたしまし

て、次回第３回の部会にて、審議会への提出案を整理し審議していく予定になっておりま

すので、本日については御忌憚のない意見を聞かせていただければと思います。 

 引き続きまして、各審議事項について詳細の御説明をさせていただきます。 

 スライド１４ページを御覧ください。まず、１点目、「拠点設置後の救急診療体制につ

いて」でございます。 

 こちらは冒頭で御説明いたしましたが、夜間急病センターを休日拠点として運営してい

く方向で検討することといたします。その中で本部会においては、小児休日拠点の運営に

求められる体制、ちょっと見にくいですが、図の左下の部分ですね、診療体制、診療日で

すとか受診方法、あと検査内容や処方内容、そういった、どのような診療体制で運営して

いくかというところの具体案について検討したいと考えております。 

 次のページを御覧ください。１５ページです。拠点設置後の救急診療体制を検討する中

で、夜間急病センターの拠点化に併せて、現在輪番制で当番を組んでおりますが、そちら

の施設数ですとか、こちらの見直しも併せて検討する形になっております。 

 冒頭でも御説明いたしましたが、令和６年度現在の小児科救急医療体制については、下

の表のとおりになっております。 

 次のページ、１６ページを御覧ください。こちらは参考資料という形ではございます

が、月ごとの１当番日１施設当たりの患者数を示したグラフとなっております。令和５年

と今年令和６年のグラフとなっておりますが、平均すると、小児科での休日当番では、令

和５年度は１００名を超える患者が利用している状況でございます。特に、インフルエン

ザ等の季節性の感染症の流行が見られる１１月以降は、１５０名に迫る多くの患者様が利

用しているような状況となっております。 

 次のページ、１７ページでございます。こちらは、土曜午後救急当番の１日当たり１施

設の患者数となります。こちらも令和５年度、令和６年度のグラフとなっておりますが、

同様に１１月、１２月、冬期間の利用の拡大状況が見られております。 

 また、札幌市の調べでございますが、土曜午後も診療している医療機関というものが９

施設ございました。こちらは参考情報としてお伝えさせていただきます。 

 これらの状況を踏まえまして、一旦まずは事務局案といたしまして、こちらの診療体制

の変更案を提示させていただきます。 

 休日拠点、現在左側の土曜午後休診１、日曜祝日は原則３、ゴールデンウイークが４、

お盆が２、年末年始は４から５という形で当番編成を組んでおりますところ、拠点設置後

の診療数としては１を確保するものとして、残りを当番医療機関で対応することを御提案

いたします。 

 これによって、１施設当たりの当番回数が年４.３回から３.１回ということで、１回強

負担の減少が見られるものと考えております。 
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 次に、１９ページを御覧ください。２点目、拠点の整備ということで、夜間急病セン

ターを拠点化した際の運営状況について、どのような運営をしていくかというところを御

議論いただきたいと思います。 

 拠点の位置づけ、役割としては、事務局としては二つの方法が考えられると考えており

まして、１点目がまず、休日当番医療機関と変わらない対応をするということでございま

す。そのためには、診療体制として、特に検査内容ですとか処方内容というものをしっか

りと整備しなければいけないと考えています。 

 もう一つは、こちら一つの方法論という形で参考としてお考えいただければと思うので

すけれども、夜間急病センターなどでも救急医療相談の圧倒的に多い症状としては発熱が

挙げられます。そういったような中で、特定の症状を拠点に集中させて、特に冬期などの

インフルエンザの流行などに備えるという方法もあるかなと思いまして、そのような形も

含めて診療体制をどのように構築していったらいいかを御意見いただければと考えており

ます。 

 次、スライド２０ページを御覧ください。審議事項３番目といたしまして、「拠点設置

後の臨時小児ドライブスルー発熱外来の継続について」でございます。 

 こちらについては、現在一定の効果が見られておりますので、事務局案としては、Ａ

Ｐ、これはアクションプランといいます。札幌市の計画でございまして、アクションプラ

ン２０２３の計画年度、令和８年、令和９年度までですね。こちらについては、診療体制

に必要なものとして継続をする。また、次期計画、令和１０年度以降については、拠点化

も含めてどのような状況になっているかということを今後注視しながら、どのような方法

が妥当かということを今後継続して審議していきたいと考えております。 

 最後に２１ページ、審議事項４として、「普及啓発事業の強化について」でございま

す。 

 現在札幌市のほうでは、適正受診、特に休日救急当番の適正利用についてということ

で、リーフレット等による普及啓発や、電話相談窓口♯７１１９、♯８０００については

北海道のほうで実施している事業になりますが、こういった電話相談窓口を設置している

ところでございます。 

 これにあわせて、今後は強化ということで、適正受診の広報の推進、ポスター掲示や

ホームページでの発信など、またあわせて、現在子育て世代というのは電話相談をなかな

かせずに、携帯やスマホなどでまず情報を収集するというような傾向がございますので、

そういったニーズに合わせた適正受診の推進を目的としまして、ＷＥＢツールの導入など

実証実験を行っていきながら検討していきたいと考えております。 

 以上４点が本日審議いただきたい事項としまして、２２ページにおおむね状況をまとめ

てみました。現在Ｒ６年度の状況から、拠点設置後については、先ほど言いましたが、夜

間急病センターを休日拠点として設置、休日当番については当番数を少なくして対応、土

曜午後の継続と小児発熱外来の継続、そのほかＷＥＢツール導入の検討や普及啓発の強化
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ということを考えております。 

 最後に２３ページ以降でございますが、長期的な見通しとして、札幌市の考えを提示さ

せていただきます。 

 先ほど他都市の例でもございましたが、救急医療においては、なかなか輪番制というも

のが難しくなってきておりまして、拠点化ということが進んでおります。札幌市も例外で

はなく、今後、休日拠点の輪番制という当番病院の個々の力に頼るのではなく、休日診療

の拠点を中心とした体制構築を検討してまいりたいと考えております。下のように書いて

ありますが、Ｒ６年度は輪番制だけで頑張っているところ、まずは拠点を１か所設置し

て、残りを輪番制で補助、将来的には複数の拠点を運営しながら、必要に応じて有効的な

当番制などで補助するというような方向性で進めていきたいと考えております。 

 ただ、この拠点を中心とした体制を構築する上で、札幌市においては、大変広域な地域

となっておりますので、市民の利便性等一定の配慮が必要かと考えております。図につい

ては、夜間急病センターを中心とした同心円状で見ておりますが、やはり西側と東側、こ

ちらのほうがちょっと手薄、遠く不便な形になるかなと思いますので、拠点を増やす際は

そういったところも配慮が必要ではないかと考えております。これは一旦、今後の方向性

についての課題提案という形になります。 

 繰り返しになりますが、最後２６ページ、本日審議していただきたいことの再掲となり

ます。１点目、拠点設置後の救急診療体制について。夜間急病センターの診療体制数及び

当番医療機関数について御審議いただきたいと思います。 

 ２点目として、拠点の診療体制について。先ほど申しましたが、拠点をどのように運営

していくかというところを御議論いただければと思います。 

 ３点目としまして、臨時小児ドライブスルー発熱外来の継続についてでございます。こ

ちらについては、まず令和８年度、令和９年度、継続するという事務局案に対しての御意

見をいただきたいと思います。 

 最後に４点目としまして、普及啓発事業の強化ということで、広報の推進、ＷＥＢツー

ルの導入、そういった方向性について御議論いただければと思います。 

 事務局からの説明が長くなりましたが、以上になります。ありがとうございます。 

○野中部会長 ありがとうございました。 

 札幌市の小児初期救急の現状とその課題ということで、前回の親会議の中で、小児の休

日当番を夜間急病センターで行うということは、これは皆さん方委員の賛成ということ

で、そういう方向で進めると。具体的な内容は、ここにもありましたが、先行してこの部

会で話し合っていただきたいというような旨でございました。 

 この小児の初期救急の問題ということについて、今日オブザーバーとして参加していた

だいている小児科医会副会長の米川先生に、もう少し現状をつけ加えていただきたいなと

いうふうに思うので、ここでマイクを譲りたいと思います。 

○オブザーバー（米川） 今日、オブザーバーとして参加させていただきました、小児科
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医会副会長の米川と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、資料のほうなのですけれども、札幌市の資料と現状かなりかけ離れた部分があり

ます。まず資料の５ページ目、医療機関数を見ていただきたいのですけれども、この中

で、当番の参加している医療機関数ということで、平成２０年７４施設で、令和５年６４

と書いてあるのですけれども、これ今４９です。全く６４というのは、令和５年最初の話

かもしれないのですけれども、今、年間、大体６～８施設ずつ減っています。今年も数件

連絡が来ていまして。 

 一応小児科医会の決まりとして、６５歳過ぎたら、希望する先生は当番辞退することは

可能ですよと。ただ、皆さんに公にはあまりしていないです。そうすると、皆さんやめて

しまうと、残るのが３０数施設になります。現状。なので、公にはしていないのですけれ

ども、今回も、今週６５でやめますという先生から連絡来て。なので、今のペースでいく

と、今４９まで減ったので、１年後には恐らく４０ちょっとまで減ります。なので、この

６４という施設で考えると、もうちょっと堪えられそうかなという感じになってしまうか

もしれないのですけれども、現状こんな数では全くなくてですね。 

 ８ページ目の年間当たりの当番の当たる回数というのが、小児科４.３と書いてあるの

ですけれども、僕、今年８回です。一番少ないところで大体６回に今なっています。なの

で、ほぼ６回か７回当たっています。なので、それが１年後４０ちょっとまで減ったら、

ほぼ全員８回まで来ます。なので、この４.３という数字、いつの数字だろうというのが

正直、僕見させていただいた数字になるのですけれども。なので現状、こんな数字では全

然ないという状況です。 

 なので、資料のほうで札幌市の試算として、１８ページ目のこれが、１施設当たりの当

番回数が、拠点を１増やした分、その分当番を１個ずつ減らせば年間３.１になるのでは

ないかという計算なのですけれども、これ小児科医会のほうで、今のペースで当番が減っ

たときに、じゃあ来年、再来年に向けてどれくらいの数を拠点で見てもらえたら、何とか

年間４回まで減らせるかというのを見たところ、右側全て２回、ゴールデンウイークや年

末年始も含めて、当番は、輪番は２か所のみ、あとは拠点で何とか見てくださいという形

にして、何とか年間４回まで減らせます。なので、このまま拠点の１の分を減らしただけ

でいったら、恐らく来年、再来年、ここが６とか７になっているだけで、ほぼ変わらない

よという改正になってしまいますので、この計算でいかれてしまうと、全く小児科の負担

としては減らないかなというところになってきます。 

 一番の問題は、なかなか今、昔は休日当番って小児科にとって、今でももちろん大きな

収入源にはなってくるのですけれども、そこを希望してやってくれる先生がいたのですけ

れども、このあたりからゼロになりました、希望してくれる先生が。どこかができなく

なったというときに、公募をかけてもまず募集が来ないです。それはスタッフの皆さんが

やりたくないと。小児科の休日当番が、子どもが減っている中でこれだけ受診者数が変わ

らないというのは、休日当番で救急受診というか、救急ではない受診があまりにも多すぎ
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る。そこに対してその文句を言う人が多いということで、小児科のスタッフが、先生、も

う私たちやりたくありません。なので、今週その当番をやめるという先生も、もうスタッ

フにこれ以上言えないですということで、やめたいという話がありました。 

 なので、そういう意味で、なかなか今当番を希望してくれる先生がいなくなったという

ことで、何かあったときに穴を埋められなくなってしまったのですね。ただ、例えば、セ

ンターがあって、センターに医者だけ出向いていくのだったら、臨時でもやってもいいで

すよという先生はいてくれます。ただ、休日当番、病院で開けるとなると、先生だけの問

題ではなくて、スタッフもみんな出さなければいけない。それが、もうこれ以上は無理で

すというところに今来ている状態です。 

 なので、何とか年間４回ぐらいで輪番のほうをやっていくという形で考えるのであれ

ば、センター拠点のほうはもうちょっと体制を整えて診てもらえる形に持っていかないと

難しいかなと。年末年始に関しても、恐らく内科さんだったりすると、数年に１回当たり

ますよという形だと思うのですけれども、それこそ僕、今年、年末年始やって、来年も当

たります。２年連続です。そういう状態が何か所も今出てきている状態で、そうするとス

タッフがさすがにもう辞めますという話になってしまうので、連続で年末年始も当たるよ

うな状況というのは、何とか避けていける形を取らないと、どこの施設も限界かなという

状態で。 

 なので、僕のほうで最初こういう話を札幌市のほうに３年くらい前にさせていただい

て、そこから３年たって、もうやっぱり相当なペースで小児科の当番が減ってしまってい

るので、もうあと１年持ちこたえられるかといったら、正直難しいです。なので、休日当

番の対策会議の中で、僕のほうで次６月に組まなければいけないのですけれども、前回１

１月に当番の会議をやったときに、会議のメンバーの先生たちからは、拠点ができないの

だったら、来期は当番はつくりたくないですと。小児科医会として辞退できませんかとい

う話がその会員の先生から出ています。なので、何とかまず６月に当番を組まなければい

けないのですけれども、そのときにある程度会員の先生に、もう少しこういう方向でいっ

ていますので、何とか御協力をという形で話をできる形までもっていけないと、６月の会

議のときに、恐らく会員の先生たちから、もう無理ですと、もう医会として一旦ボイコッ

トしてくださいという話になるのではというふうに感じています。 

○野中部会長 ありがとうございました。 

 小児科医会からの御意見として、もっと厳しい状況であるということ、それから、この

計画というのは来年度ということですから、来年４月からの体制ということを前提に考え

ているわけなのですが、小児科医会の現状としては、今年の秋口以降の対応として結構厳

しいところがあるというようなお話、これまでも伺っているわけなのですが、そういう状

況であるということでございます。 

 そのようなことで、なるべく早急に拠点化というのを進めていきたいなというふうに考

えているわけなのですが、今日の議題でもあります拠点の体制等も含めて、皆さんと御議



- 10 - 

 

論していきたいなというふうに考えております。 

 それでは、次第に沿っていきたいと思いますが、この「拠点設置後の救急診療体制（休

日・土曜）について」ということで、拠点の診療体制数及び当番医療機関数ということな

のですが、札幌市の御説明があったところで、小児科医会の現状、もっと厳しいぞという

ようなお話もあるので、そこを踏まえて、皆様方の御意見を伺いたいなというふうに思う

のですが、いかがでしょうか。 

○奈良委員 今のお話は、本当に前回のというか、去年とかの会議でも先生同じお話され

ていたと思うのですね。拠点の数１とかっていうことなのですけれども、札幌市として

は、拠点の数１を維持することは、逆に言うと可能だというか、小児科の先生をどういう

ふうにリクルートしてくるのかということとかはあるのですか。確証というか、そういう

のはあるのですかね。もしここにたくさんの先生が来てくれるというのだったら、例えば

２診にするとかもできるわけだと思うのですけれども、そこはどうなのですか。 

○事務局（加藤） 実際に診療体制を決めたところで人がという話だと思うのですが、そ

ちらにつきましては、夜間急病センターを運営しております札幌市医師会さんと札幌市と

で協議しながら、そこの体制維持できるかどうかということについては検討していく必要

があると思います。 

○野中部会長 ちょっと確認なのですけれども、札幌市の夜間急病センターというのは、

常勤医がそんなにいるわけではなくて、皆様方、派遣で来ていただいているという状況で

すので、この１人を確保するのに、急病センターの医者を使ってくださいということは、

ちょっと難しいのではないかなというふうに思っているのですね。この小児科医をこのと

きに１人確保するというような考えでいらっしゃるかと思うのですが、開業の先生方以外

に勤務医の先生方、大学病院も含めてですけれども、そういうところからリクルートでき

るのかどうかということがまず重要な点かなというふうに思います。そこについて、札幌

市がどういうようなお考え、それから手だてというか、そういうものを持っていらっしゃ

るのかがお聞きしたいという御意見ではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○事務局（加藤） 今の回答のまた繰り返しになってしまうのですけれども、それは体制

を見て今後検討させていただきたいというふうに考えております。 

○事務局（坪松） １点補足のほう、事務局の坪松です。本日の部会で審議いただきたい

というところは、一旦医師の確保については置いておいて、まずは拠点として、小児科の

当番病院さんの負担を保つために、何診あったほうがいいという、その目標をまずこちら

の部会で検討いただきたいなというところでお話をさせていただきたいと思います。 

○小林委員 ちょっと話が戻ってしまうかもしれませんけれども、小児の人口予想図はあ

りますけれども、小児科医の年齢分布って調べていられますかね。それを読めば、大体何

年後には何人にしかならないというのがすぐ分かる、デッドラインが分かりますね。多

分、この間も先生とお話ししましたけれども、あと１年は絶対もたないだろうという。 

○古田委員 多分、新規で出てくる方というのは、どこか辞められる先生とかがいたら、
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そこに代わりに継承するというような形で入られる方もいると思うのですけれども、それ

なりに札幌市の人口は増えるめどがないですね。毎年３００人ずつ、今お産が減っている

ような状況なのは明らかなので。そんなにたくさん開業できてか、やっていけるめどが全

然立たないような状況に今札幌市は、ほか老人は山ほど増えるのですけれども、子どもだ

けは着々と減っているのは明らかなので。その分だけ、小児科医がどんどん増えてくると

いうのはまずなくて、せいぜいどこかの病院が閉めますというときに、そこの病院の立地

がよければ、そこに代わりの若い先生が新規で入るということが起こり得ると思うのです

けれども、恐らく、今当番に参加しているのは５０件、実際には６０件以上開業医がある

のですけれども、お年を召した先生がたくさんいらっしゃって、随時引いていくなり、あ

るいは診療規模を縮小していって、診療できる規模が減っていくということは明らかなも

のですから、どんどん減っていくので。さっきの１か所センタープラス輪番でどうにか残

りの件数を減らしてというのも、多分暫定で持ちこたえるのはあと三、四年ぐらいだと思

うのですね。それを過ぎると、多分２か所以上の拠点を持って、当番も全部撤退するよう

な形にしないと、恐らくやっていけないかなというのが実際のところなのですね。 

 小児科の場合、何が一番ほかの科の当番と決定的に違うかというと、この件数で年間は

ともかく、年末年始とゴールデンウイークのところを回すと、さっき彼も言っていたけれ

ども、２年か３年に一遍ずつぐらい年末年始のどこかに当たるとか、ゴールデンウイーク

が潰れるということになるのですね。そうすると、小児科クリニックもよそのクリニック

もみんな一緒だと思うのですけれども、基本は女性の職場なものですから、一家の主婦と

かそういったような方々が正月のどこか２年に一遍抜けるとか、ゴールデンウイークにど

こかに行こうと思ったら２年に一遍ぼろっと抜けるようなことが度々あるということが頻

発してくると、それ十分に退職の事由になり得るのですね。結果的に、そのせいもあっ

て、小児科に来ないという方がたくさんいらっしゃって、スタッフも持てないので、それ

ではやっていけないといって当番を引かれる先生たちもたくさんいらっしゃるので。ほか

の科の場合は５年に一遍ぐらい抜けるとかというふうになっているし、あと、ふだんの当

番も年に２回ぐらいしか当たらないので、たまに日曜やろうかなというふうにしてみんな

で声かけてやるような感じになっているのですけれども、年に６回、７回ぐらいになって

くるとルーティンなので、なかなかそれを職員に押すと、今のいわゆる働き方改革という

発想からいくと、それぞれクリニックによって職員との条件設定は違うと思うのですけれ

ども、うちは通常の診療はやりますけれども、年に数回当番が当たるので、その日は申し

訳ないけれども、出勤日として皆さん出てくださいというような形で契約を取っているの

ですけれども、６回、７回、８回とかっていうふうになってくると、たまにではなくなっ

てくるので、恐らく代休を取ったりとかいろいろな形をつくらなければいけないのですけ

れども。さっき彼も言ったように、代休をつくってしまうと、小児科としては、その分の

収入が上がるというインセンティブも全くなくなってしまうので、何でわざわざ代休して

日曜日当番をしなきゃいけないんだという話まで当然持ち上がってきますから、やっぱり
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年に無理がない程度でというふうになってくると、さっき彼が言ったように、せいぜい当

番の回数を２件にして、年末年始もゴールデンウイークも全部２件にしてしまえば、かな

り回数が今までに比べて減っていくので。というようなことを考えると、年末年始結構混

むと思うのですけれども、そういうところは相当センターの布陣を厚くしないと、多分３

００人から４００人ぐらいこなせるような体制でやってもらわないと、ちょっと足りない

かなというふうになってくるので。ここのところのリクルートをどうやってするかという

のはなかなか難しいと思うのですね。 

○野中部会長 小児科医会の要望としては、センター以外で２件の、それからセンターで

１診療体制というのではなくて、少なくとも２診療体制、それから、よければ３診療体制

というのを確保していただきたいというのが現状ではないかというふうに思います。 

 ただ、残る問題点としては、奈良委員がおっしゃられたとおり、ドクターをどう確保す

るのかということ。一つ、米川先生のお話では、スタッフを伴わないで自分でセンターに

出向くということに関しては、ある程度可能な先生も何人かはおられるということではあ

るということ。ですから、そこのところが、先ほど古田委員が言われたとおり、スタッフ

の労働負荷が大きいということに関しては、ある程度解決できるものなのかなというふう

に思うのですが、いずれにしても、ここにはかなりの医師をどうやってリクルートするか

という問題と、それから、もちろんその財政的な問題もありますので、そこら辺は議論、

これからになってくるのではないかなというふうに思います。 

 いずれにしても、現状としては、小児科医会からの要望としては、当番医療機関、大体

２施設というのを、できれば季節の変動がなく固定で２施設という、そこに拠点が最低２

人体制というというものを確保していただきたいというような御意見であるかと思うので

すが、ほかの委員で何か御意見ございますでしょうか。 

○平山委員 去年もたしか同じ話をされていて、危機的だという話。今の話だと、拠点を

二つ欲しいねで終わってしまって、結局、今、僕もウェブで聞いていました。秋に何とか

しましょうというのは、多分無理だと思うのですね。だから、ここで、もう札幌市は腹を

くくっていただいて、拠点はやるよと。急病センターやります、２診つくります、そのた

めの予算を取ってきます、人に関してはこれから頑張りましょうというぐらいの決定をし

ておかないと進まないのではないかなと僕は思うのですけれども、いかがでしょうか。今

だと、全員そろって、ものが全部そろってから、じゃあゴーサインしましょうねという雰

囲気づくりだけを、去年と同じことをやっているみたいにしか見えないので、まずは急病

センターを小児科の拠点としてやります、２診の人は何とか準備します、市内でうまくい

かなかったら、オンラインも含めて検討しますから、その準備をしますという、何か決定

が欲しいのではないかなと僕は思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○事務局（加藤） こちらの救急医療検討部会のほうに親会である審議会のほうから付託

されておりますのは、診療体制ということになります。具体的なお金のことですとか、そ

ういったことは、審議会のほうで最終的に決定して、答申案をまとめるというような流れ
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になってまいります。 

○平山委員 ということは、この会で今、その話を上げていただくというところまでやっ

ていただくということでいいですか。 

○事務局（加藤） 親会のほうに、こちらの部会でこのような診療体制でやっていきたい

ということ、それで審議会のほうで決定してくださいというような形で上に上げていく

と。審議会のほうではこの後、財政的な部分だとか、夜間急病センターとの絡みの中で総

合的に判断していくというような形になるかと思います。 

○平山委員 了解しました。この会議の結果が欲しいといっただけなのでよく分かりまし

た。 

○小林委員 拠点という話で話が進んでいますけれども、そもそも拠点をやっている他の

自治体ですね。うまく回っているのですか。そこで小児患者さんたちが満足している、輪

番制よりはるかにいいという現状なのですか。そこがないことには、患者サービスの問題

ですから、拠点にはしましたと、だけど患者サービスは落ちました、医療体制も劣化しま

したでは困りますよね。今の輪番制の体制でいくのはもう難しいということが分かってい

て、拠点だというのはある程度分かるのですけれども、本当にそれがいいのかどうかとい

う情報は集められているのでしょうか。多分、１００万以上の人口を抱えるところで拠点

をされているところが、７か所ですか、８か所ですか、ありますよね。小児人口も多分ば

らばらでしょうから、小児人口に対してどのぐらいの拠点が必要でということをしっかり

出しておかないと、拠点をやっても失敗しますよね。だから、例えば、夜間急病センター

で、今札幌市で走っていますけれども、企業として損益分岐点って幾らなのですか。幾ら

で、患者１人当たりの単価が平均的にどのぐらいで、どのぐらいの患者を診ないと経営上

成り立たないのかという、そこの数字がないと、拠点、拠点と走っていっても、この３番

目にありますけれども、夜間急病センターの経営改善への効果の評価、評価するそのもの

のネタが何もないですから。 

○事務局（加藤） 一つ目、実際に拠点化している市町村の満足度はどうなのかというと

ころなのですけれども、そちらに関する情報は、手元に今ございません。普通に考えれ

ば、近くにあるクリニックがなくなってどこかに集約されるというような流れというわけ

ですから、利便性ということでは、決してよくなったと思うことはないのかもしれません

が、あくまで今休日にかかっている患者さんの数から必要な診療数というのはある程度推

定できるのではないかなと考えていますし、それから、かかっている診療報酬も推定でき

ると思います。親会のほうでコンサルタントを入れて、そういった収益についての検討も

踏まえて、審議会で最終決定していくというような形になっているというふうに考えてい

ます。 

 こちらの部会では、あくまで診療体制ということで審議会から付託されておりますの

で、あくまで札幌市の救急医療体制として、この診療数が必要なのだというような回答を

送ればいいという形かと考えております。 
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○小林委員 ほかの自治体も必要人数、今現在走っているところの人数と箇所を札幌市に

ある程度シミュレートすればいいわけですね。 

○事務局（加藤） 既に今、当番体制で動いて受けている患者さんの数等は分かっていま

すし、当番が何ぼ減ればこちらの拠点にはどれぐらい来るというのはある程度推測はでき

るのではないかと思うのですね。それが基礎的なデータになってくると思います。 

○野中部会長 よろしいでしょうか。 

 私、個人的な意見を述べさせていただければ、夜間急病センターの財政的な、要するに

収支の改善という話と、この小児の初期救急の医療体制の構築というのは全く別な話だと

いうことを思うのですね。たまたま急病センターの昼間を使うということでこれが絡んで

きているわけなのですけれども、ここを別個にしなければいけないと思うのですね。小児

の初期救急体制をつくるという意味では、それは札幌市として、体制をつくる意味での予

算というのは当然のこと考えているというふうに思います。ですから、そこが急病セン

ターの会計、要するに赤字を補塡するような形になるわけではないと思います。なぜかと

いうと、私、小児科医ではないので、どれだけ休日当番が財政的に稼げるものなのか

ちょっと分からないですけれども、正直言って、大人と比べて小児というのはなかなか経

営的には難しいというふうに私は認識しているわけですね。そこに加えて、急病センター

のもともとの赤字体質をそれでカバーして黒字にもっていくなんていうのは、全く考えら

れることではないというふうに思うわけです。 

 ですから、そこを別個に考えていただきたい。今日のお話というのは、小児の初期救急

体制をどうするか、要するに救急体制をどうするかというようなことで議論していただき

たいというふうに思います。それに関して、財政的な話とか規模感に関しては、親会議の

ほうで急病センターの財政的な面と一緒に審議したいなというふうに思います。それが札

幌市、今日の話の前提かなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 その話に戻しますけれども、体制としては、先ほど言いましたけれども、センター以外

を２施設として、急病センターでの小児科医は２診体制は最低でも確保してもらいたいと

いうのが我々のこの部会の意見として親会議に上げるということでよろしいかどうか、そ

ういう形でどうでしょうか。よろしいですか。 

○奈良委員 分かりました。この会議は数とかそれだけ決めろということであれば。今の

この小児の体制で、小児科の先生たちにお聞きしたいのですけれども、これで一応、この

数で、３、４、２、４、５と回数が書いていますけれども、これを、例えば、こっちの数

を減らした分、急病センターとかそういう拠点でとりあえずやれば、何とか何年間かとい

うか、そこは維持できるというふうに考えてよろしいですか。今、全く足りないという

か、満たすためにこの回数でやっているのだというような認識でよろしいですか。分かり

ました。そうしたら、大丈夫です。 

○野中部会長 とりあえず、来年４月からの体制として、これでスタートして、もちろん

この体制というのは、ずっとパーマネントなものではないと思いますし、状況に応じて中
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長期的には２施設、３施設というふうに札幌市は考えているということですので、そこの

ところは徐々に膨らんでいくのではないかなというふうに思っていますけれども、とりあ

えず、来年の４月開始という時点では、この体制ということを親会議のほうに上げるとい

う形で、この部会としての意見としてよろしいでしょうか。 

○古田委員 これは、今年の秋スタートいうわけにいかないですか。それであれば、小児

科医会は秋から２件体制にしたいと思うのですけれども。要するに、３件目以上の人たち

が診ている患者さんは、全部夜間急病センターに回ってくださいという形にして、大体１

５０人ぐらいはみんな頑張って診ると思うのですけれども、５００人ぐらい、６００人ぐ

らいの患者がピークのときにいますから、３００人ぐらいあふれると思うので、その３０

０人は、今の働き方改革のことを大分言われたり、夜中まで診療している人たちがみんな

いたので、みんなで相談してそれはやめておこうと言って、大体夜７時にセンターが開く

ものですから、通常当番というのは札幌市の通知で新聞に載っているように、５時までの

受付というふうになっているのですけれども、何とか７時ぐらいまで診療が終わるぎりぎ

りぐらいまで協力できる先生はしてくださいということで、それよりあぶれてしまうよう

な患者さんは、申し訳ないけれども、７時にセンターが開くので、そっちに回ってくださ

いというふうに、実は早いときには２時か３時ぐらいになったらもう受付いっぱいになる

ので、申し訳ないけれども、今から待ってもうちでも７時か８時じゃないと診療できない

ので、午後７時にセンターが開きますので行ってくださいみたいなことを少しずつやるよ

うにして、職員の負担をちょっと減らすようにみんなで心がけましょうみたいなことを少

しずつやるのですけれども、結構頑張ってしまう先生は夜の１０時、１１時までたまに

やってしまう人がいるのですけれどね。そんなような状況なのですけれども。 

 さっきも言ったように、やっぱり２件体制ぐらいで回すのが今年の秋のぎりぎりのデッ

ドラインのところなので、２件で回すということは、うちの小児科としては、何とかこの

ままというか、現状では、今は３件、４件とか、年末年始３～４件というふうになってい

ますけれども、もし秋に組むのだったら、通年で２件体制にして、あぶれた患者さん、申

し訳ないけれども、７時から急病センターへ行ってくださいというふうにお話しすると、

大体お昼ぐらいで患者さんが漂流するように多分なるのではないかなと思うのですけれど

も、それを何とか。 

 多分１０月いっぱいか１１月ぐらいのインフルエンザが流行する前までは２件で、まあ

まあの数がカバーできると思うのですけれども、インフルエンザがはやり出した途端に、

多分大規模豪雨災害みたいなことが毎週末に起こってくるようなことが起こってくるので

はないかと思うので、予算が引っ張れないのだったら、そういう形で引っ張っていただい

てでも何とか秋からスタートしていただかないと、ちょっと小児科としては乗っていけな

いというところなのですけれども。 

○野中部会長 そのことに関しては、一応附帯事項として親会議のほうに申し上げるとい

うことを付け加えさせていただきたいというふうに思います。実現可能かどうかは親会議



- 16 - 

 

のほうで話させていただきたいというふうに思います。 

○中村（雅）委員 もう一つ、ぜひ札幌市が次の親会議で決める際に、非常に考えていた

だきたいのは、一次救急が破綻すると二次救急まで侵食されるのですね。小児科の二次救

急の中で、救急車に乗ってくる親が結構いるということも事実としてあるのですね。そこ

を、例えば夜間急病センターだけで診ているだけではなくて、日中、救急車の数が増える

ということは、これ、小児科だけの問題でなくなって、拠点病院にそれが行くことになっ

て、あるいは二次救急に入るということを、もう一度親会議に行く前にぜひ確認していた

だければ、そのぐらい、例えばこれ、冬の１１月、１２月、オーバーフローしているの

で、そこもぜひ頭の中に、ぜひ札幌市の審議会のほうで入れていただければうまくいくの

かなというふうに思いますので、ぜひ、そのぐらい、今古田会長からお話あったように、

小児科はいっぱいいっぱいだというところは、ほかの救急を圧迫しそうだということで御

理解いただいたらいいのかなというふうに思うのですけれども、どうでしょうか。 

○オブザーバー（米川） それとプラスで、小児科のほうから検討していただけたらと思

うことがあるのですけれども、現状、子どもが減っているのに、なぜ休日受診者数が全く

減らないのかという部分で、恐らく多くの先生方は、来ている中で今日必要だねという方

は恐らく３分の１から４分の１で、あとの方は休日当番じゃなくてよかったんじゃないと

いう方がほとんどです。なので、休日当番に来て、例えば喉の検査をしろ、超音波検査し

ろ、レントゲンを撮れ、そういった方が非常に多いのですね。それから、休日当番でセン

ター化をするというときに、小児科医会で検討しているのは、センターをつくることで、

センターと輪番とどこまでの検査というのを決めましょうと。市民に、休日当番というと

ころはここまでしか検査しないですよと。それ以外に関して、例えば１週間前から熱が出

ているのをなぜ休日当番に来るのか。それはちゃんと平日、病院を受診してください。あ

とは、何らかのトリアージというか、前段階で振り分けられるようなシステムが何とかつ

くれないのかって、それは長期的な要望ですけれども、市のほうで、例えば何らかのＷＥ

Ｂのシステムだったり電話システムだったりで、じゃあ、まず症状を伺って、当番へ行っ

てくださいと振り分けるのか、何らかのシステムができれば、もしかしたらセンター１か

所で終わってしまうような人数かもしれないのですね。ですから、そういった部分も含め

て、市民への休日当番のかかり方に関しても、札幌市のほうでも積極的に動いて、何らか

の形をつくってもらえると、もしかしたら、そこまでお金をかけずに済むのかもしれない

ですけれども、それも併せてできたら。 

○野中部会長 そちらのほうは、審議事項の４のところにも関わってくるかと思います。 

 それから、先ほど先生、重要なことを言われたと思うのですが、センターでやる診療内

容と一般のクリニックでの診療内容にここで差があると、当然のことながら、患者の集ま

り方に差が出ますので、大体統一した診療内容という形でいかせていただくということは

原則になるかというふうに思いますので、そこら辺、よろしくお願いいたします。 

 時間が過ぎてきましたので、次に進めさせていただきます。 
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 ２のほうです。「拠点の診療体制について」ということで、拠点の位置づけということ

でありました。休日当番の医療機関と変わらない対応、それから特定の症状のみというよ

うな、一応提案はしましたけれども、我々もそうです、皆さん方もそう考えていらっしゃ

ると思うのですが、ここ差をつけると意味がなくなってしまうと。先ほどの診療の内容が

変わると患者さんがずっとクリニックのほうに集まるとかセンターに集まるとか、そうい

うことになりますので、基本、やはり今後のセンター化、もっともっとセンターが多くな

るということを考えたときには、休日当番と変わらない診療体制を取るということで進め

ていったほうがいいのではないかなというふうに思うのですが、皆さん、ここはよろしい

ですか。何か御意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

 こちらのほうは、そういう形で進めさせていただきます。 

 あと、次ですね。審議事項３のほうです。ドライブスルーに関しては、これはこの拠点

化がなされた後も、小児ドライブスルー発熱外来のほうは継続して行うという方針。こち

らのほうに関しては、皆さん御意見いかがでしょうか。よろしいですか。 

 こちらのほうは、今現状、小児科の医療機関の負担を軽減するという意味では、かなり

効果を持っていますので、可能な限り続けさせていただきたいということでございます。 

 では、こちらのほうも継続という形でよろしいかと思います。 

 続きまして、審議事項の４です。「普及啓発事業の強化について」ということです。先

ほど米川委員も言われたとおり、必要のないといったらあれですけれども、平日来られる

病態の人が休日だから来るという患者さん、かなりいるのではないかなと私も思います。

ほかの事情でというようなことで休日に連れてくるという、なるべくそういうものをやは

り防ぐためにも、ここら辺の普及啓発事業というのは重要ではないかなと。だから、救急

車のあれも含めてそうなのですけれども、やはりここら辺はしっかり札幌市と協力して

やっていきたいなというふうに考えているわけですが、皆さん、こちらのほうに御意見ご

ざいますでしょうか。 

○田作委員 市民委員の田作です。先生方の御苦労は今の話でよく分かったのですけれど

も、ちょっと視点が合っているかどうか分からないまましゃべるのですけれども、まず子

どもが熱を出したりとかお腹が痛いというときに病院にかかる行為は正解なのだと思いま

す。それ以外の方が多いんだよねという話があったと思うのですけれども、実を言うと有

休が取れないお父さん、お母さんがいるのではないかと。その人たちが、例えば土日しか

休めないんだよねといったときに、誰にかかればいいんだろうと。それが例えば、熱の優

先度が高いから、病院に行くんですよと。だけど、僕の子どもが、お腹差し込んで痛いと

いったときにどうしたらいいんだろうというのがあるのですけれども、その辺のアンサー

がないとなかなか、共稼ぎが多くなってきている世の中なので、その辺のアンサーという

のはどういうふうに捉えたらいいのかというのを教えていただきたいのですけれども。 

○野中部会長 なかなか、市民目線の質問かと思います。確かに重要な視点かと思うので

すけれども。 
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○オブザーバー（米川） なかなか難しい部分で、実際に今、札幌市内でいえば、ほかの

地域とはまた違いますけれども、夜間ある程度の時間までやっている小児科が何か所かあ

ります。なので、実際にはそういったところであれば、ある程度、平日仕事が終わってか

ら受診できる時間帯にやっている場所が市内に何か所かありますので、そういった部分、

あとは土曜日に関しても、今土曜の午後どうするかという小児科医会で話している中で

も、土曜の午後やってくれている病院が何か所かあるので、そういった部分で、受診がで

きないという形では今札幌市内はないのではないかなというふうには思っています。なの

で、必ずしも日曜日、祝日じゃなければ受診できないという状況ではないと思うのです

ね。ですから、もちろん朝から晩まで、ずっと夜遅くまで夫婦共働きですというのは別か

もしれないのですけれども、逆にそうなったら保育所はどこに行っているのという話に

なってしまいますので。札幌市に関していえば、何とかそこは対応できる体制なのかなと

いうふうには思っています。 

○田作委員 よく分かりました。スマホを見て、８時までやっているところとか探せばあ

るよというお答えなのだろうなと思うので、その辺を、要は普及啓発を強化していって、

受診控えというわけではないですけれども、土日を控えていただくという形を取ったらい

いということはよく分かったので、そのように強化していただければなと思いました。 

 以上です。 

○野中部会長 ありがとうございます。 

 ほかに何か御意見ございますか。 

○奈良委員 今のもそのとおりだと思って。突発的に起こって受診することは、多分、小

児科に限らずあまり問題ないと思うのですね。あともう１点は、さっき先生お話しされた

とおり、やっぱり休日の診療体制とか、そういうのはこういう状態なんだということのア

ナウンスというか、そういうのはやっぱり必要だというふうに思います。さっき言われた

ある程度統一してやるということにして、休日はこれしかできませんよ、これは実際大人

でも結構要求されるのはあるので、それでも同じなのですけれども、特に休日というの

は。もちろん、ただ、重症な場合には、例えば二次病院をきちんと紹介しますとか、そう

いうことがあると思うので、その部分もきちんとアナウンスしたほうがいいのではないか

と思います。 

○野中部会長 できること、できないこと、はっきりするということですね。それ以上の

患者さんが来たのであれば、それなりに対応できる施設を紹介するという方針を、普及啓

発の中で、ホームページ等に出すということも必要なのかなというふうに思います。 

 そのほか何か御意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは先に進めさせていただきます。 

 小児救急のことに関しましては、次回、またこの会議である程度、親会議のほうに提案

する内容というものを含めてまたまとめさせていただいて、それを皆さんに御議論して御

意見を伺いたいと。それで御了解を得られたところで、親会議のほうに上げるというよう
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な形になります。あくまでも先行して具体的に検討するというふうに書いてあるのです

が、大事なところといったらあれですけれども、予算のことも含めて、それは親会議のほ

うで審議する内容となりますので、この会議ではそういう形で進めさせていただければと

いうふうに思います。 

 それでは、続けまして、「令和７年度の救急医療体制」に参ります。こちらは、事務局

からよろしいですか。 

○事務局（坪松） では続きまして、令和７年度救急医療体制の審議に移りたいと思いま

す。 

 こちらについては、２点ございます。スライドのほう紹介しております、部会のほうの

資料の９ページを御覧ください。 

 まず、１点目でございます。こちらは二次救急医療機関制度の当番施設数の変更になり

ます。当番医療機関数、現在令和６年度の体制としまして、二次医療機関のうちのＡＣＳ

系グループについては、１日当たり１グループ（４施設）が当番という形で運営していた

だいておりますが、こちらもなかなか当番施設の確保が難しいということから、令和７年

度からは１グループ（３施設）の当番に変更させていただきたいという御報告になりま

す。 

 次のページ御覧ください。令和７年度の救急医療体制の２点目でございます。こちらは

休日救急当番制度という初期救急体制の制度になりますが、今年度の当番編成をする中

で、年末年始の診療時間について、施設管理等の問題から午前９時から午後５時という形

で当番の協定をさせていただいているのですが、なかなか午前９時に開始することが難し

くて、年末年始の当番に参加できないという医療機関がございました。これについては、

実態を調査して、それらの医療機関が参画できるように診療開始時間について見直すこと

が必要ではないかということで、札幌医師会のほうと調整いたしまして、先にまず、事務

局案のほうを提示させていただきます。１１ページになります。 

 こちらについては、休日救急当番については、時間の幅を持たせて、幅広く医療機関の

ほうに参画していただけるように、現状の休日の午前９時から午後５時という枠に加え

て、米印の部分を補足として追加したいということでございます。米印の部分ですが、施

設管理等の関係で、上記時間での対応が困難な場合は、開始時間を遅らせることができ

る。ただし書きとして、対応時間は８時間。要は、対応時間を変えずに、後ろのほうに対

応時間を変更することは可能だよということで、今、ビルの中とかテナントで運営されて

いる医療機関さんも多いので、そういった医療機関が参加しやすいように、要望は年末年

始ということではございましたが、通年を通して、こういう時間帯の変更も可能だよとい

う形で体制を変更したいと考えております。 

 なお、休日当番の制度については、実態調査を札幌市医師会様のほうで行っていただい

ておりますので、そちらのほうについても御報告のほうお願いしてもよろしいでしょう

か。 
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○野中部会長 それでは、中村委員よろしくお願いします。 

○中村（雅）委員 札幌市医師会のほうで、先ほどの小児科ほどではないのですけれど

も、内科も当番がなかなかしづらいというところも含めて、内科の休日当番が、ビル診の

ところなどでセキュリティー上の問題で参加できないところがあるのではないかというこ

とで、実は、そこに関しまして、９時からでなく１０時で開始できればできるのではない

かということで、スライドにあるように、ビル診の内科系の５７施設にアンケート調査を

いたしました。 

 その結果がそこに出ておりますが、調査内容は、現状での当番参画の可否、診療時間等

の条件つきで参画が可能になるか、参画できないという内容でアンケートをさせていただ

きました。結果が、内科のビル診を含めた回答数３４施設、回答率６０％ですが、結果

は、参画できないが３１施設、条件にかかわらず参画が可能となったのが３施設。つま

り、この時間とはあまり関係なかったということで、時間の条件で参画が可能となった施

設は、現時点ではなかったということであります。 

 ただし、この参画施設、こういうアンケートをしたことによって、３施設増えたという

ことは、非常によかったという半面、そこに参画できない主な理由として書いてあります

が、一つ、休日の人員確保が困難。在宅がメインで、夜間・休日を含む２４時間対応のた

め。あるいは、専門領域の診察が中心で風邪症状を診ていないと。あるいは、クリニック

に外来機能がほとんどないため。さらには、オフィスビルであり、ビルの開業時間外は警

備体制となるため。ここは少し変えられるのかもしれません。さらに、時間的余裕がない

ため。通常の診療で土日に診療しているのでこれ以上診療できないという意見。あるい

は、クリニックの感染対策ができない。他院での診療を含め夜間も診療しているため、体

力的に不可能である。さらには、土日祝日に地方診療のサポートをしているということも

あります。以上のようなアンケート結果でした。 

 今回はビル診の医療機関で当番に参画していない医療機関への調査を実施した結果、診

療時間を変更して当番に参画いただける施設はございませんでしたが、新規に参加してい

ただけることになった施設が今回のアンケートで３施設ございましたので、時間を変更し

て当番、今後もこういう条件をつけておくことで、将来的に参画いただける施設があれ

ば、そこはそこで非常に有用だということで、柔軟にこの文言を残していただいて、体制

を考慮していただければというふうに希望いたします。 

 以上です。 

○野中部会長 ありがとうございました。 

 ３施設は新たに参加していただけるというようなことになりましたけれども、その時間

が駄目で参画できないという理由を言う施設はなかったということです。ただし、やはり

今後とも、そういうようなビル診というのは開業があると思いますので、そこら辺は、や

はりこういうような弾力的に運用するという文言を残して、できる限り可能な時間帯で参

画してもらうというような形で、この体制を残すというような形にしたほうが、今後の体
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制維持にとってはいいのではないかというようなアンケート調査からの考察なのですけれ

ども。 

 まず、二次救急医療制度のＡＣＳグループの４施設から３施設ということに関しまして

は、これは対応する施設が少なくなって当番が回らないというような現状でございますの

で、こちらのほうは致し方がないのですが、こちらのほうよろしいですか。よろしいです

ね。 

 そして、今言いましたとおり、休日救急当番の形、時間は対応できる時間帯でやってい

ただくというような文言を残すというような形で続けていくというようなことになります

けれども、こちらのほうも御意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

○奈良委員 残すのはいいと思うのですけれども、８時間って必要なのですか。 

○野中部会長 ８時間としたのは、ほかのやっている施設から苦情が来たりする、不公平

感もあるということで８時間というふうになったかと思います。そこに参画している施設

が、自分らの負荷が少なくなるのであれば、５時間でも何でもいいよというのであれば、

それはまたあれかと思いますけれども。 

○奈良委員 あまりこだわりはないのですけれども、ただ文章を残すだけだったら、ただ

し書きをつけないで、時間を遅らすことができますよというふうにしただけのほうがいい

のではないかという気がしました。 

 それと、中村先生に一つ聞きたいのですけれども、休日人員確保が困難とか、オフィス

ビルで開業時間がとか、クリニックの感染対策ができないというアンケートの施設の先生

方は、急病センターには来ていただけないのでしょうか。 

○中村（雅）委員 そのデータは持っていませんけれども、そこまでは聞いていないです

よね。多分そこまで聞いていないですけれども、そういうところに手伝いに来てくれるこ

とになれば、そこはいいですけれどね、さっきの小児科の話をここで考えると。 

○奈良委員 結局これ、実施設ではできないと言っているだけであって、小児科の話があ

りましたけれども、実際、夜間急病センターも人の確保が難しい、大変だと言っているの

であれば、そこのところに突き詰めて言ってくださいというわけではないですけれども、

ちょっと尋ねるとか、そういうのはしてもいいのではないかなというふうに思います。 

○野中部会長 アンケートの答えている施設の名前というのは書いてあるのですか。書い

ていないですか。 

○札幌市医師会 書いています。 

○平山委員 奈良先生とほぼ同意見のことの一つなのですけれども、小児科がこうなって

いる未来は、高齢者も同じ未来をたどっていくわけで、高齢者は増えるけれども、クリ

ニックに来る人が減って、在宅が増えるという話になってくると、開いているところのク

リニックが減るよねということになると、結局どこかに拠点をやっぱりつくりましょうと

いう落ちに多分５年後ぐらいになると思うので、今のうちからそのつもりで動いていたほ

うがいいのではないかなと思います。 
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○野中部会長 貴重な意見ありがとうございます。 

 今回の年末のインフルエンザの大流行ということで、内科医がかなり患者さんが増えて

疲弊したというような状況があるわけなのですけれども、そこら辺を含めて、内科医会に

申入れして、そういう体制、小児科医会のように患者が多いときには対応施設を増やすと

か、そういうことはできないかということを、内科医会にも医師会のほうから申入れをす

るというようなことはやっております。ただ、内科医会というのがなかなか、そこに所属

しているお医者さんの数も少ないというようなこと、それから、そこに対する意見の集約

できるかどうかというのはなかなか難しいという話は聞いておるのですが、こういうよう

な状況が起こった、そこに不満を言うだけではなくて、やはり自らもやっぱり何らかのア

クションを起こすべきではないかなと我々は思っている。何かがあれば、医師会が何かす

るだろうと。医師会ができることというのは限られていますので、そういうようなことも

含めて、新たな体制をつくるということに向かっていただきたいなということでまず、ア

プローチしましょうということで、医師会のほうにもやることをやっていきたいというふ

うに考えております。 

 そのほか何か御意見ございますでしょうか。 

○奈良委員 小児の体制のことなのですけれども、ここでは長期的な体制で拠点というの

を上げていますけれども、これがいいかどうかは別として、もし完成を模索する上で、現

状この拠点というのができ得るのかどうかという調査はもう始めておかないと、先ほどの

小児科の先生方の話を聞くと、長期とか言っている時間ではないような気がするので、同

時進行という形で、いや、図を見ると、手稲区とかに１個ついたりしているような気がす

るのですけれども、そういうことであれば、実際そういう検査だとなり得るのかとか、受

け皿となるのであれば、どういうことが必要なのかということも同時に始めておいたほう

がいいのではないかな。それを審議会のほうに答申というか、上に上げておくほうがいい

のではないかなと思います。 

○野中部会長 あくまでも中長期的なというような書き方をしたわけですけれども、先ほ

ども言ったとおり、この体制変化というのはあくまでも一時的なものであって、それが、

一時的というのが２年、３年続くわけでは、全然想定しているわけではなくて、もっと短

期間のうちに大きく変えていかなければいけないのではないかなというふうに思っていま

す。ですから、先生言われたとおり、受入れ施設を探っていくのは札幌市のほうから同時

に進めていっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○成田（吉）委員 よろしいでしょうか。成田ですけれども、一言だけちょっと言わせて

いただきたいのですが、私も今の奈良先生の話と絡みますけれども、スピード感がすごく

大事だということは皆さん共有していると思うのですけれども、特に先ほどの小児科医会

の先生のお話だと、やっぱり急がなければいけないと思うのですね。そのときに、この５

ページの資料ですけれども、６４というのが実は４９、もっと少ないのだというお話があ

りましたけれども、要するに間違ったデータからは間違った結論しか導かれないと思うの
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です。なので、このデータがこのまま今後も出続けるということはぜひやめていただきた

いと思います。札幌市のほうで、小児科医会の先生たちときちんとお話をしていただい

て、正しい数字を出してください。ぜひお願いします。 

○野中部会長 御意見ありがとうございます。 

 札幌市のほうで早速訂正していただいて、正しい資料を委員会に上げていただければと

いうふうに思います。 

 そのほか何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 

 （３）その他 

○野中部会長 それでは、議事の（３）です。その他について、今後のスケジュールにつ

いて、札幌市のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局（坪松） 次回の審議事項について、事務局のほうから説明させていただきま

す。 

 冒頭でもございましたとおり、次回、今年度中に何とか３回目を開きまして、親会、審

議会への提案事項等を取りまとめていきたいと考えております。中身としては、本日、委

員の先生から御意見いただいた内容を踏まえまして、報告案を作成いたします。救急医療

体制の課題の小児科初期救急医療体制について報告案を作成するということ、また、第１

回の部会のほうで御報告させていただきましたが、今年度審議する事項としましては、小

児科だけではなくて、外科系救急医療体制についても審議するということになっています

ので、こちらについても審議事項について御報告をしたいと考えております。 

 またあわせて、救急医療に係るシステムの検証ということで、ワーキンググループ等で

システムについての検討を進めておりますので、そちらについても、次回の部会で進捗状

況について御報告したいと考えております。 

 以上でございます。 

○野中部会長 ありがとうございました。 

 次回３回目、３月に予定されております審議事項について御説明がありました。 

 これで今日の審議事項等、終了となりますが、全体を通して何か御意見、御質問ござい

ますでしょうか。 

○平山委員 一つだけ。スケジュールが詰め詰めにならないように準備をしていただきた

いなとずっと思っております。この会議いつやるんだろうなと皆さんずっと思っていたと

思うのですけれども、年間を通してきっとサイクルを回しましょうという会だったと思う

はずなので、年明けてから急にやらないように長期計画を早めにいただきたいと思ってお

ります。 

○野中部会長 痛いところをつかれていますが。コンサルの中間報告というのが先々週あ

りましたので、それを受けてということでしたので、この時期になってしまいました。い

ずれにしましても、札幌市のほうとして対応を考えていただければというふうに思います
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ので、よろしくお願いいたします。 

 そのほか何かございますでしょうか。 

○古田委員 拠点をつくるに当たっての具体的なお金の話はここではしないというお話

だったのですけれども、こんな感じのデータが出てきて、それを基にしてという感じで審

議が進むと非常に心配なので一つだけお話ししたいのですが、各政令市、大きいところで

拠点を持っていて、既にセンター化が実現しているところで、センターに執務しているド

クターというのは、一部小児科医会から行っているのですけれども、大概は近隣の医科大

学から小児科医が、そこそこの年代の人たちが行っているような体制が多いのですね。北

海道の場合は、札幌医大と北大しか札幌市にはないのですけれども、東京なり横浜なりだ

と十数校の医科大学があって、随時ドクターが行っているような状況で。 

 京都の先生の話を聞いたのですけれども、京都では、小児科医会のドクターはもう来な

くていいので、若い人たちがバイトに来るから、そこへ来てほしいというふうになってい

て、いい感じで人が確保できるらしいのです。ただし、京都の場合は、京都のまちって非

常に小さくて、１４０万都市ぐらいで小さくて、センター１か所なのですけれども、人口

も非常に集約しているので場所１個で足りるしというようなこともいろいろあって。しか

も、長い歴史があって、いわゆる出向してくるドクターのサラリーも決まっていると思う

のですね。 

 それと同じような調子で幾つかの大学の医局の方にちょっと相談をしたのですけれど

も、例えば、さっき２診体制にするか３診体制にするかというお話があったと思うのです

けれども、ピークでいうと、１人が大体１日の診療時間で１００人ぐらいを診察するよう

な感じのノルマでないと２診３診で、もっと少なかったらもっと診療を立てないと回らな

いというような感じなのですけれども、１日１００人も診療して朝から晩まで診るのにド

クターを出してくれと言ったら、みんな来るかという話をしたら、大学から率直に言われ

たことは、そこのサラリーよりも、地方の病院で１日当直で行ったりするようなバイトの

形で、しかも、いわゆる働き方改革に引っかからない程度ぐらいの当直体制でお金をも

らってくるようなもののほうがはるかにいいようなことが往々にしてあるので、恐らく全

国のセンターのサラリーを参考にして具体的な案を出してきたら、リクルートしても誰も

来ない可能性が結構高いと思うのです。特に札幌市の場合は。つまり、札幌市の場合、リ

クルートするときのお金は、全道の非常に困っているあちこちの病院が一生懸命捻出して

いるようなサラリーと競争するような感じでやらないと、もしかしたら人集めが非常に難

航する可能性とかがあるので、別に熊の話ではないですけれども、熊が出ても猟友会の人

が出てくれないと同じように、一生懸命誰か手挙げしてくれませんかと言われて医者が集

まらない可能性とかもあるので、そこの判断基準を間違えると、せっかく計画を立てても

うまくいかない可能性があるので、そういうことも加味して、財政的な問題もあると思う

のですけれども。最初にリクルートに失敗すると多分、このプランそのものが破綻してし

まうと思うのですね。ですから、それを少し考えて計画を立ててほしいかなというふうに
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思います。 

○野中部会長 重要な点かと思いますけれども、そちらのほうは親会議のほうでじっくり

話をしたいと思います。 

 あと、ちょっと一つだけ疑問だったのですけれども、自分の実施設ではちょっと難しい

けれども、センターなら行ってあげるよといったときに、先生方のサラリーに関わってく

ると思うのですけれども、どれぐらいのものだったら来てもらえるのかというのもまたあ

るかと思うのですね。そこら辺も含めて、小児科医会の中である程度相談していただける

と、札幌市としても予算を組みやすいのかなというふうに思います。また、札幌市の方針

としては、どれだけの収益が上がって、どれだけで人数割りというような、多分そういう

形になるかと思うので、それではなかなか動かないぞというのが古田先生のお話だと思い

ますので、そこら辺も含めて、実際どれぐらいの規模なのかということを、ある程度親会

議の前に札幌市のほうにしていただければ、それなりの予算を組めるのではないかなと思

います。 

 ただ、途中で言いましたけれども、これはあくまでも救急医療体制の一部の見直しをす

るための体制をつくるにおいての予算であるということですね。ですから、これが急病セ

ンターの赤字解消とリンクされると、これは大きな問題になりますし、それから、今後長

期的にこの体制を維持するというのが不可能になってきますので、そこら辺を親会議のほ

うでも伝えさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

○中村(博)委員 多分、議事録を読んでいただけると分かると思うのですけれども、今日

言ったようなこと、私、親会議のほうで発言していますので。それで、とにかく札幌市の

方もお願いしたいのですけれども、小児医療で採算のことは言わないでいただきたいとい

うのが、クリニックは別ですけれども、公の部分なので、その辺はちょっと大目に見てい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○野中部会長 よろしくお願いいたします。 

 その分、急病センターでも稼ぎたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

３．閉  会 

○野中部会長 それでは、これにて、会議を終了させていただきたいと思います。 

 どうも長い時間ありがとうございました。御苦労さまでした。 

 


